
一
年
間
の
交
野
市
議
会

正
・
副
議
長
が
決
ま
り
ま
し
た
。
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普 通 徴 収 特 別 徴 収

6月 8月 10 月 12 月 2 月

税

額

年税額の
1/4

〃
1/4

〃
1/6

〃
1/6

〃
1/6

特別徴収を開始する H 21 年度における徴収 年
金
天
引
き
の
対
象
者
・
税
額

①
特
別
徴
収
の
対
象
者

―
―
―

６５
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
で
、

●
年
額
１８
万
円
以
上
の
人

●
介
護
保
険
料

＋

国
民
健
康
保
険
料
・
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

＋

住
民
税

の
合
計
額
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
年
額
が

多
い
人

②
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
税
額

―
―
―

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る
均
等
割
額
と

所
得
割
額

③
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

―
―
―

老
齢
基
礎
年
金
等

特 別 徴 収

仮 徴 収 本 徴 収

4月 6月 8月 10 月 12 月 2 月

税

額

前年の 10月から

翌年の 3月まで

に徴収した額の

1/3

〃

1/3

〃

1/3

年税額から仮徴

収した額を控除

した額の

1/3

〃

1/3

〃

1/3

特別徴収の時期・対象税額

※
今
回
の
交
野
市
条
例
改
定
に
は
、

「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
「
上
場
株
式

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
廃
止
に
伴
う

経
過
措
置
」
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
。２

０
０
８
年
度
か
ら
、
出
身
地
な
ど

居
住
地
以
外
の
自
治
体
へ
の
住
民
税

納
付
を
可
能
に
す
る
「
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
」
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

伴
っ
て
、
市
町
村
で
の
寄
付
金
控
除
対

象
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

制
度
は
、
地
方
と
都
市
間
の
財
政
格

差
が
広
が
る
な
か
で
導
入
さ
れ
た
も

の
で
す
が
、
地
方
の
財
政
危
機
の
原
因

は
、
政
府
の
「
三
位
一
体
」
の
改
革
の

も
と
で
、
交
付
税
措
置
や
補
助
金
の
カ

ッ
ト
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で

す
。
交
付
税
の
削
減
を
や
め
、
交
付
税

の
拡
充
を
行
う
べ
き
で
す
。

ま
た
、
「
株
式
譲
渡
や
配
当
に
係
る

税
率
の
引
き
下
げ
」
が
決
ま
り
ま
し
た

が
、
２
年
間
は
納
税
へ
の
軽
減
措
置
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

同
時
期
に
導
入
さ
れ
た
、
定
率
減
税
や

老
年
者
控
除
は

す
で
に
廃
止
さ

れ
て
お
り
、
資

産
家
優
遇
措
置

は
廃
止
す
べ
き

で
す
。

所 属 委 員 会

中 上 さち子

総務文教常任委員会

◎行財政対策特別委員会

四条畷市交野市清掃施設組合議会議員

北河内地域広域行政圏計画審議会

坂 野 光 雄

議会運営委員会

○都市環境福祉常任委員会

行財政対策特別委員会

議会改革特別委員会

交野市都市計画審議会

さらがい ふみ

総務文教常任委員会

環境対策特別委員会

○広報特別委員会

東部大阪治水対策促進議会協議会

交野市山地対策協議会

◎委員長 ○副委員長

日
本
共
産
党
議
員
の

所
属
委
員
会
が
決
ま
り
ま
し
た
。

表
面
よ
り
続
く


